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令和６年度財政援助団体等監査の結果について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団

体監査及び公の施設の指定管理者監査を実施したので、その結果を同条第９項の規定に

より報告します。  
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公の施設の指定管理者監査報告書  

 

第１ 基準に準拠している旨  

 監査委員は、新見市監査基準（令和２年４月１日施行）に準拠して監査を行った。 

 

第２ 監査の種類  

   財政援助団体等監査（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の

規定による監査）  

  

第３ 監査の対象  

監査対象団体  所管部署  

株式会社 吉備ケーブルテレビ  教育委員会生涯学習課  

 

第４ 監査の実施日   令和  ６ 年１１月２６日  

 

第５ 監査の方法  

   新見市が、令和５年度において財政援助等を行った各種団体のうちから対象団体を

抽出し、監査を実施した。  

   監査にあたっては、関係書類を調査、照合するとともに、関係者から説明を聴取し、

実地調査を行った。  

 

第６ 監査の着眼点  

  １ 公の施設の指定管理者  

 （１）施設は関係法令の定めるところにより適切に管理されているか。  

  （２）協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。  

    ア 市との協議、通知、各種報告は協定どおりになされているか。特に、協議、

承認なく処理しているものはないか。  

イ 管理に関する経費の請求、受領は協定どおりになされているか。  

ウ 協定等の内容に反する第三者への委託を行っていないか。  

エ 事業報告書は期限内に提出されているか。  

オ 事業報告書は適正に作成されているか。  

カ 賠償責任保険に加入し、その旨を証する書類が提出されているか。  

キ 経費削減は図られているか。  

  （３）管理に係る収支会計経理は、適正に運用されているか。また、他の事業との会  

   計区分は明確になっているか。  

  （４）管理に係る出納関係帳簿、記帳は適正になされているか。また、領収書類の整  

 備及び保存は適切になされているか。  

  （５）管理規程、経理規程等の諸規程は整備されているか。  
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２ 公の施設の指定管理所管部署  

  （１）指定管理者の指定手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他  

必要な事項は条例に規定されているか。  

  （２）指定管理者の指定は条例等に基づき適正に行われているか。  

  （３）協定等の締結は適正に行われているか。  

  （４）協定書等には必要事項が適正に記載されているか。  

     ア 管理する施設及び業務の内容は明確になっているか。  

     イ 指定管理者との間の経費の負担区分は明確になっているか。  

     ウ 条例等に定められた管理の範囲を超える内容となっていないか。  

     エ 個人情報の保護に関して必要な措置を講じているか。  

  （５）経費の算定、支出の方法、時期、手続等は適正になされているか。  

  （６）事業報告書の点検は適切になされているか。  

  （７）指定管理者に対して適時かつ適切に報告を求め、必要に応じて調査、指示を  

     行っているか。  

 

第７ 指定管理の状況  
 

  １ 施設名称と所在地  

施設名称  所  在  地  

新見市新見文化交流館  新見市新見１２３番地２  

 

  ２ 目的  

地域住民の芸術・文化の振興並びに福祉の増進を図るため、新見市新見文化交流  

館が設置された。  

 

  ３ 管理運営体制  

    常勤職員４名（館長、副館長、事務職員２名）  

なお、本社から必要に応じ技術職が応援する。経理事務は本社職員が担当する。  

 

  ４ 指定管理者指定期間  

    令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで  

  

  ５ 利用料金制導入の有無  

    導入あり  

 

  ６ 指定管理料  

    施設の管理運営を行うための費用として、令和５年度は次のとおりである。  

６３，０００，０００円  
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  ７ 収支決算について  

    新見市新見文化交流館の令和５年度収支報告書は次のとおりである。  

 

収入の部                       （単位：円／税込）  

項 目  金 額  備 考  

指定管理料  ６３，０００，０００  新見市からの委託料  

施設利用料収入  ９，８１２，０５０   

主催事業収入  ９，９０４，５００  主催事業入場料収入、協賛金  

その他  ３，４２０  コピー使用料、郵送負担金等  

合 計  ８２，７１９，９７０   

 

支出の部                       （単位：円／税込）  

項 目  金 額  備 考  

人件費  １７，７４８，２１１  常勤（給与、賞与、交通費等）  

維持管理運営費  ３２，３６０，４０１   

 需用費  １４，４１８，２２８  灯油代、水道下水道料等  

 修繕料  ５４４，２８０  パッケージエアコン点検整備等  

 役務費  １，２３１，８６４  通信費、保険料、支払手数料等  

 委託料  １６，１５２，１７５  各種保守点検業務、清掃業務等  

その他  １３，８５４   

主催事業費  ３４，２７５，４８７  公演料、宣伝費、各種手数料等  

その他  ２，１０９，０００  消費税予定納税額  

合 計  ８６，４９３，０９９   

 

                         収支額    －３，７７３，１２９円  

 

第８ 監査の結果及び意見  

   指定管理業務に係る出納その他の事務の執行については、会計諸帳簿も整理されて

おり、適正に執行されていると認められた。また、施設管理においても協定書等に基

づき適正に行われているものと認められた。  

   今後もアンケート結果などで利用者の意見、要望を広く聴き、事業の参考にされた

い。地域の文化及び芸術の発展並びに福祉の増進のため、今後一層の事業推進を期待

する。  
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財政援助団体（出資金・補助金・交付金）監査報告書  

 

第１ 基準に準拠している旨  

財政援助団体等監査（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規

定による監査）として、新見市監査基準（令和２年４月１日施行）に準拠し監査を行っ

た。  

 

第２ 監査の対象及び範囲  

対象団体及び所在地  所管部署  

公立大学法人 新見公立大学 （新見市西方１２６３－２）  総合政策課  

出資団体における、財産の取得に係る出納及びその他の事務  

 

第３ 監査の目的及び実施内容  

令和５年度決算審査において、新見公立大学（以下、「大学」という。）施設の、市

と大学との所有区分、施設整備に係る債務負担などについて調査を進めた中で、大学が

第３期中期計画に基づく「防災拠点化施設整備事業」として、「防災グラウンド整備用

地」を取得していることが判明した。  

所管部署との事前ヒアリングに併せ、令和３年度版大学年報に掲載の「理事会開催記

録」、「重要事務手続」等により、取得に至った経緯をさらに調査した結果、監査委員

として、出資金等が合理的かつ効率的に運用されていたか疑義が生じた。  

このため、大学及び所管部署に監査調書及び関係書類の提出を求め、現地調査を含め

た監査を実施した。  

 

第４ 監査の実施日及び実施場所  

  令和７年１月２０日 監査委員事務局  

令和７年３月４日  大学  

   

第５ 監査の結果及び意見  

大学が用地取得に至った経緯は、令和３年６月７日に「新見公立大学防災拠点化推進

議員連盟」の発足を受け、同年７月１４日開催の「理事会」、「経営審議会」及び「教

育研究審議会」の合同会議において、「防災拠点化整備方針」を承認した。その後、同

年１２月８日の同会議において、用地取得に係る令和３年度補正予算を承認し、翌年４

月１４日に４か月の短い期間で用地取得を完了している。  

用地取得に至る過程で、大学の設置者である市に対して、令和３年９月１０日に協議

を行い、取得の意向を伝えたとなっているのみで、承認はされていない。しかし、大学

は、用地取得を含めた全体事業について、設置者の許諾を得て合意形成に至った後に進

めるべきであったにもかかわらず、それに先立って、任意の会の「議員連盟」への説明

や合同会議に諮り承認を受け、令和元年度決算における第２期中期目標期間の繰越積立

金約１億８，４９５万円のうち３，７１５万円を財源として、８ヘクタールの土地と建

屋（牛舎等）を独断専行し、拙速に買収している。  

また、地方独立行政法人法第２６条第２項６号に定める剰余金の使途の範囲は、大学

施設の環境整備に充てるものでありながら、施設外の用地買収の財源としている。さら
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に、買収については、更地で取得すべきでありながら、取得後、利用しない建屋（牛舎

等）を買い取り、以前から用地に存在する風評に対する調査など、交渉経過に不明な点

が多く、時系列で示すことを求めたが、当時の決裁文書など一連の関係資料の存否さえ

も不明で、示すことはできないとの回答があり、事業の進め方は、杜撰といわざるを得

ない。  

大学の事業計画は、防災拠点の整備としながら、実態は「広場」、「野球場」、「テ

ニスコート」の整備を目的とし、事業費は約６億６，０００万円を想定している。しか

し、用地の西側下の周辺には、多くの民家や神社の社殿が隣接しており、急峻な傾斜地

の造成には大規模な防災工事を伴い、アクセス道路、給排水施設等の整備費に加え、新

たに強化された盛土規制に係る調査費を要することになり、想定事業費を遥かに超えた

ものになると思料される。また、防災拠点化による避難場所、避難所については、大学

自体避難所であり、周辺には避難所に指定された「公民館」、「学校」が点在しており、

急峻な高台に設置する必要性や機能性に加え、造成によって土砂災害を誘発する危険性

があり、適地なのか疑問である。  

一方、設置者は大学に対し、現在、年間約１２億円の運営交付金、施設整備に係る債

務負担分の支出に加え、新たな多額の財政負担を伴うこととなり、行政サービスの低下

や今後、総合計画に沿って進める計画事業への影響が懸念される。  

いずれにしても、当該計画には、解消すべき問題や課題、不明な点が多く、充分な検

討もされていない雑駁な計画のまま進められている。したがって、監査委員としては、

取得用地を「塩漬け」にすることなく、大学の責任において速やかに元の地権者へ返還

し、事業を中止することが必要である。  

いうまでもなく、大学の設置者は新見市であり、運営費や事業費は、設置者が税を持

って負担していることをよく認識し、今後は本件に限らず、充分な協議を図りながら、

計画的な運営を進めることを求める。  


